
 
令和５年度碧南市連絡委員全体会 

 
日 時 令和５年４月１０日（月） 午後１時～ 

    場 所 市役所２階 会議室４・５ 

 

 

１ 市民憲章唱和 

２ 市長あいさつ 

３ 碧南市連絡委員の委嘱について 

４ 連絡事務について 

 (1) 碧南市連絡委員に関する規則について・・・・・・・・・・・・・Ｐ2～4（資料１） 

 (2) 令和５年度連絡事務の予定について・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ5（資料２） 

 (3) 広報へきなんの配布について・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ6～7（資料３） 

 (4) 五軒組について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ8～9（資料４） 

 (5) 市の組織について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ10～12（資料５） 

 (6) 各地区への委託費等の概要について・・・・・・・・・・・・・Ｐ13～14（資料６） 

 (7) 碧南市市民活動総合補償制度について・・・・・・・・・・・・Ｐ15～17（資料７） 

 (8) 町内会における個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・Ｐ18～19（資料８） 

 (9) その他 

ア へきなん防災メールへの利用登録について・・・・・・・・・Ｐ20～22（資料９） 

イ 町内会加入の促進チラシについて・・・・・・・・・・・・Ｐ23～24（資料１０） 

   



 

   碧  南  市  民  憲  章 

 

 

    衣浦港を門戸として、広く世界に目を開き、あたた 
   かく明るい郷土「碧南」をつくるため、わたくしたち 
    は自治の約束として、この憲章を掲げます。 

 
      １．安心して住める町に 
            いのちを大切にし、すこやかな 
            毎日をおくります。 

 
      １．活気ある町に 
            元気で働き、豊かな家庭を 
            築きます。 

 
      １．あたたかい心の町に 
            話し合いの輪をひろげ、なごやかな 
            社会をつくります。 

 
      １．きれいな水と青い空の町に 
            自然をだいじにし、美しい郷土を 
      つくります。 

 
      １．清新な文化の町に 
            若い力を育て、文化と教養の 
            まちをつくります。 

 
 



令和５年度　碧南市連絡委員一覧表　
（令和５年４月１日現在　正幹事：◎　副幹事：○）
氏名 摘要 氏名 摘要

久沓町 黒田　敏弘 宮町第２ 小澤　康夫
丸山町 奥谷　芳正 権現町 禰冝田　守
六軒町 市古　順一 岬町 角谷　悟
田尻町 平林　伸夫 錦町 磯貝　善広
松江町 齊藤　政広 塩浜町 内藤　直樹
相生町 角谷　健一郎 塩浜町第２ 都築　弘和
相生鶴見町 村松　賢治 浜田町 淺井　正司
山神相生町(鶴ｹ崎第1) 原田　順之 伊勢若松町 北原　隆治
山神町(鶴ｹ崎第2) 長尾　淳 入船権田町第１ 髙橋　功
新川山神町(鶴ｹ崎第3) 新美　耕介 入船権田町第２ 磯貝　宗治
浅間町(鶴ｹ崎第4) 山村　雅則 前浜町 杉浦　隆仁
新川篭田町(鶴ｹ崎第5) 渡邊　寛人 ◎ 川口町 伊藤　正美
千福町第１ 原田　文昭 源氏町 古久根　保晴
千福町第２ 岡本　英人 汐田町 平田　兼久 ○
篭田町第１ 中島　逸夫 春日町 伊藤　英信
篭田町第２ 亀島　利昌 作塚沢渡町 小笠原　誠
千福浜尾町 大蔵　昭次 栗山町 小澤　一利
千福堀方町 亀山　由幸 志貴町 齋藤　孝司
千福福清水町 梅木　正美 ○ 棚尾本町 井上　浩之 ◎
住吉町 都築　真治 弥生町 鈴木　克雄
浜尾鶴見町 村松　庄司 若宮町 森田　卓二
堀方町 神谷　直樹 雨池川端町 鈴木　邦彦
東山町 榊原　やすじ 志貴崎町 澁谷　英男
金山町 鈴木　高夫 鷲塚町 小林　堂伸 ○
西山町第１ 小笠原　恵三 鷲林町 神谷　秀昭
西山町第２ 服部　和秀 旭　町 中根　誠
道場山町 杉浦　雅己 二本木町 杉浦　秀司
宮後町 角谷　貞夫 荒子町 近藤　保男
福清水末広町 久野　真宏 笹山町 柏倉　昌博
天王第１ 村松　良彦 新道町 石川　時嗣
天王第２ 中村　正典 ○ 緑　町 金原　重徳
天王第３ 西部城山町 藤森　幹夫
天王第４ 神有町 藤関　孝典
中後町 石川　裕樹 南城山町 磯貝　尚広
植出町 鈴木　修 ◎ 天神町 榊原　節子
尾城町 榊原　正美 池下照光町 千葉　哲朗
幸町第１ 石川　央 鴻島町 生田　嘉幸
幸町第２ 安藤　剛 三宅町 松井　達也
中山町 五十嵐　一視 伏見町 杉浦　光 ◎
向陽町 杉浦　寿宏 日進町 杉浦　勇人
源氏神明町 柴崎　隆夫 霞浦町 鈴木　茂伸
大浜上町 石川　三成 ◎ 東浦町 木村　盛四郎
石橋町第１ 杉浦　盛夫 平七町 多田　宏明
石橋町第２ 石原　圭一 流作町 石川　敦弘
中松町 杉浦　慎也 鷲塚住宅 高須　春雄
羽根町 鈴木　清貴 家下 永坂　美喜雄
本郷町 粟津　渉 大久手・半崎１ 髙橋　文彦
中町上区 内山　茂広 半崎２ 岩月　英樹
松本町 太田　充 半崎３ 新美　康弘
沢渡町 小笠原　利徳 上１ 鳥居　郁夫
野田町 鈴木　良之 上２･３・宮下 鳥居　牧夫 ○
浜寺町 榊原　繁彦 上４ 杉浦　秀史
中町中区 鈴木　一雄 ○ 上５ 鳥居　高彦 ◎
音羽町 鈴木　貞之 下１･２ 杉浦　浩一
善明町 磯貝　洋三 下３ 原田　宗明
作塚町 沖田　勝彦 下４ 旭　光成
築山町  谷　仁士 下５ 長尾　健四郎
西浜町第１ 杉浦　裕樹 下６ 新開　司
西浜町第２ 永井　浩行 西荒居１ 古澤　良文
宮町第１ 禰冝田　佳久 西荒居２・三度山住宅 杉浦　藤虎
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地
区

沼田　友博
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碧南市連絡委員に関する規則について 

 

○碧南市連絡委員に関する規則（一部抜粋） 
平成２年３月３０日 
規 則 第 ２３ 号 

改正 平成２８年９月１３日 規則第３号 

 

 碧南市連絡委員に関する規則（昭和３６年碧南市規則第１９号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、市政の円滑な推進を図るため、連絡委員の設置等について必要な事

項を定めるものとする。 

 （設置） 

第２条 別表の各区又は町内会（以下「町内会等」という。）に、碧南市連絡委員（以下

「委員」という。）１人を置く。 

 （所掌事務） 

第３条 委員は、当該町内会等に対する市政の周知啓発及び連絡事務を処理するものとす

る。 

 （委嘱） 

第４条 委員は、町内会等からの推薦により市長が委嘱する。 

２ 議会の議員は、委員となることができない。 

 （任期） 

第５条 委員の任期は、１年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

 （後任者の推薦） 

第６条 委員は、町内会等の推薦により後任者を任期満了１５日前までに市長に届け出な

ければならない。 

 （身分証明書の携帯） 

第７条 委員は、任務に従事する場合は、市が交付する碧南市連絡委員身分証明書（別記

様式）を携帯しなければならない。 

 （地区連絡委員会） 

第８条 委員は、委員の間の連絡を図るため、別表の各地区ごとに地区連絡委員会（以下
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資料　１



 

「委員会」という。）を組織する。 

２ 委員会に、地区正幹事（以下「正幹事」という。）及び地区副幹事（以下「副幹事」

という。）各１人を置き、委員の互選により定める。 

３ 正幹事は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副幹事は、正幹事を補佐し、正幹事に事故があるときは、その職務を代理する。 

５ 委員会は、正幹事が招集する。 

 （連絡委員幹事会） 

第９条 正幹事及び副幹事は、市との連絡を密にするため、碧南市連絡委員幹事会（以下

「幹事会」という。）を組織する。 

２ 幹事会に、代表幹事及び副代表幹事各１人を置き、正幹事及び副幹事の互選により定

める。 

３ 代表幹事は、会務を総理し、幹事会を代表する。 

４ 副代表幹事は、代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるときは、その職務を代理す

る。 

５ 幹事会は、市長が招集する。 

 （委託料） 

第１０条 市長は、予算の定める範囲内において、連絡事務委託料を各地区に、委員会委

託料を委員会に、幹事会委託料を幹事会に交付する。 

 （委任） 

第１１条 この規則に定めるもののほか委員について必要な事項は、市長が定める。 
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別表（第２条、第８条関係） 

地 区 町    内    会    等 

新   川 久沓町 丸山町 六軒町 田尻町 松江町 相生町 相生鶴見町  

山神相生町（鶴ケ崎第１） 山神町（鶴ケ崎第２） 新川山神町

（鶴ケ崎第３） 浅間町（鶴ケ崎第４） 新川篭田町（鶴ケ崎第

５） 千福町第１ 千福町第２ 篭田町第１ 篭田町第２ 千福浜

尾町 千福堀方町 千福福清水町 住吉町 浜尾鶴見町 堀方町  

東山町 金山町 西山町第１ 西山町第２ 

中   央 道場山町 宮後町 福清水末広町 天王第１ 天王第２ 天王第３ 

天王第４ 中後町 植出町 尾城町 幸町第１ 幸町第２ 中山町 

向陽町 源氏神明町  

大   浜 大浜上町 石橋町第１ 石橋町第２ 中松町 羽根町 本郷町 中

町上区 松本町 沢渡町 野田町 浜寺町 中町中区 音羽町 善

明町 作塚町 築山町 西浜町第１ 西浜町第２ 宮町第１ 宮町

第２ 権現町 岬町 錦町 塩浜町 塩浜町第２ 浜田町 伊勢若

松町 入船権田町第１ 入船権田町第２ 前浜町 川口町 

棚   尾 源氏町 汐田町 春日町 作塚沢渡町 栗山町 志貴町 棚尾本町 

 弥生町 若宮町 雨池川端町 志貴崎町 

旭 鷲塚町 鷲林町 旭町 二本木町 荒子町 笹山町 新道町 緑町 

西部城山町 神有町 南城山町 天神町 池下照光町 鴻島町 三

宅町 伏見町 日進町 霞浦町 東浦町 平七町 流作町 鷲塚住

宅 家下 

西   端 大久手・半崎1 半崎2 半崎3 上1 上2・3・宮下 上4 上5 下

1・2 下3 下4 下5 下6 西荒居1 西荒居2・三度山住宅 
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令和５年度連絡事務について（予定）

依頼時期 事　　務　　内　　容 所　管　課

４月 令和５年度環境衛生事業への協力依頼 環境課

交通安全施設についての依頼 地域協働課

５月 日本赤十字社社資募集チラシの全戸配布 社会福祉協議会

防犯連絡所についての依頼 地域協働課

元気ッス！へきなん　募集要項 地域協働課

消防団員紹介チラシの全戸配布 防災課

令和５年度健康推進員事業等への協力依頼 健康課

工事のお知らせ（千福町、篭田町、浜尾町、尾城町、中山町、
鴻島町、天神町、神有町、照光町）

水道課・下水道課

６月 工事のお知らせ（三度山町、上町） 水道課

工事のお知らせ（半崎町） 水道課

７月 へきなんおみやげガイドの全戸配布 商工課

工事のお知らせ（住吉町、緑町、植出町、城山町、
尾城町、中山町、鴻島町、霞浦町）

下水道課

工事のお知らせ（堀方町） 下水道課・水道課

元気ッス！へきなんチラシの全戸配布 地域協働課

令和５年度社会福祉協議会会員募集に関する依頼 社会福祉協議会

台風時におけるごみ収集チラシの回覧 環境課

あぶらがふち通信の回覧（東町内会、西部連合町内会、西端区） 環境課

油ヶ淵浄化デーチラシの回覧（東町内会、西部連合町内会、西端区） 環境課

日本赤十字奉仕団・団員募集チラシの回覧 社会福祉協議会

８月 令和５年度消防団員の選出に関する依頼 防災課

９月 令和５年住宅・土地統計調査のお知らせ 経営企画課

１０月 あぶらがふち通信の回覧（東町内会、西部連合町内会、西端区） 環境課

アクション油ヶ淵チラシの回覧（東町内会、西部連合町内会、西端区） 環境課

消費生活情報紙「暮らしっく」の回覧 商工課

赤い羽根共同募金と歳末たすけあい募金チラシ等の全戸配布 社会福祉協議会

１１月 クリンピーときれいな街づくり事業PRチラシの回覧 環境課

市民憲章実践者の被表彰者の推薦に関する依頼 地域協働課

食フェアチラシの全戸配布 商工課

１２月 令和５年度健康推進員の推薦に関する依頼 健康課

年末年始の燃やすことのできるごみ収集日程チラシの回覧 環境課

令和６年 文化財防火デー行事の回覧（大浜地区の一部のみ） 文化財課

１月 令和６年度碧南市連絡委員の推薦に関する依頼 地域協働課

町内会（自治会）加入世帯調査に関する依頼 環境課、地域協働課

２月 ゼイムだよりの回覧 税務課

「へきなんダントツ塾」チラシの全戸配布 商工課

あぶらがふち通信の回覧（東町内会、西部連合町内会、西端区） 環境課

碧南市民駅伝大会における周辺道路の使用について（旭地区、本郷町） スポーツ課

３月
燃やすことのできるごみ袋、ごみカレンダーの配布、ごみ袋配布の
お知らせの回覧

環境課

隔月 「交番だより」の全地区回覧 碧南警察署

月１回 「広報へきなん」の全戸配布 経営企画課

年５回 へきなん議会だよりの全戸配布 議会事務局

年４回 「防犯あいち」の回覧 防犯協会

その他 「公民館報」「公民館だより」（各地区）の回覧・全戸配布 各公民館
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広報へきなんの配布について 

 

 日頃は、広報へきなんの発行業務にご協力いただきありがとうございま

す。 

 地区の部長、班長、組長、伍長さんの皆さんには大変恐縮ですが、裏面

の日程のとおり、配布にご協力くださいますようお願い申し上げます。 

また、広報へきなんの配布部数の不足や変更がございましたら、連絡委

員さんまでご連絡ください。 

 

 

                       電話 ９５－９８６７ 

 

 
 

 この文書は、部長、班長、組長、伍長さん用のもの

です。 

 回覧用ではありません。 

回覧部数+10 部入っています 

 

 

 

広報へきなんの早期配布にご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

連絡先 経営企画課広報戦略係 

電 話 95-9867 

部長・班長・組長・伍長保存用 
※回覧ではありません 
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令和５年度広報へきなん配布日程 

 

広報へきなん 連絡委員配布日 

令和５年 ４月号 令和５年 ３月２４日（金） 

５月号 ４月２１日（金） 

６月号  ５月２６日（金） 

７月号 ６月２３日（金） 

８月号 ７月２１日（金） 

９月号 ８月２５日（金） 

１０月号 ９月２２日（金） 

１１月号 １０月２７日（金） 

１２月号 １１月２４日（金） 

令和６年 １月号 １２月２２日（金） 

２月号 令和６年 １月２６日（金） 

３月号 
２月２２日（木） 

※２３日（金）が祝日のため 

４月号 ３月２２日（金） 

 

※連絡委員から部長、班長、組長、伍長さんのお手元に届くのは、数日後になります。 
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五軒組について

五軒組一覧表

町内会名 実数 計

久沓町 28 30
丸山町 34 36
六軒町 23 25
田尻町 39 41
松江町 36 38

新 相生町
相生鶴見町
山神相生町(鶴ｹ崎第1)
山神町(鶴ｹ崎第2)
新川山神町(鶴ｹ崎第3)

川 浅間町(鶴ｹ崎第4)
新川篭田町(鶴ｹ崎第5)
千福町第１ 34 36
千福町第２ 21 23
篭田町第１ 20 22

地 篭田町第２ 24 26 区名 実数 計
千福浜尾町 25 27 久　沓 85 91
千福堀方町 25 27 田　尻　 39 41
千福福清水町 32 34 西松江 36 38
住吉町 29 31 東松江 68 70

区 浜尾鶴見町 25 27 鶴ケ崎 94 104
堀方町 39 41 千　福 181 195
東山町 55 57 浜　尾 93 99
金山町 55 57 東　山 110 114
西山町第１ 55 57 西　山 87 91

西山町第２ 32 34 新川合計 793 843

道場山町 48 50
宮後町 38 40
福清水末広町 38 40

中 天王第１ 22 24
天王第２ 26 28
天王第３ 22 24

央 天王第４ 21 23
中後町 29 31
植出町 15 17

地 尾城町 20 22

幸町第１ 44 46 区名 実数 計
幸町第２ 26 28 道場山 124 130

区 中山町 42 44 天　王　 91 99
向陽町 40 42 中　山 241 257

源氏神明町 25 27 中央合計 456 486

大浜上町 30 32
石橋町第１ 25 27

大 石橋町第２ 22 24
中松町 25 27
羽根町 31 33
本郷町 22 24
中町上区 12 14

浜 松本町 16 18
沢渡町 18 20
野田町 20 22
浜寺町 13 15
中町中区 10 12

地 音羽町 36 38
善明町 33 35
作塚町 14 16
築山町 30 32
西浜町第１ 23 25

区 西浜町第２ 21 23
宮町第１ 21 23
宮町第２ 33 35
権現町 32 34

7068

94 104

回覧文書をお願いする場合の配布枚数の目安として、４

月１日現在の五軒組（班、組、伍長等）の数を表にしたもの

です。

現在の「実数」欄をご確認のうえ、変更がございましたら下

記までご連絡ください。

なお、この数に予備２枚を加えた「計」の数の回覧文書を

配布しますので、変更がございましたら随時ご連絡ください。

※回覧板の追加、破損、紛失等あった場合は、下記にて新

品をお渡しします。古い回覧板は各自で処分してください。

連絡先： 地域協働課地域協働係（２階）

TEL ９５－９８７２

FAX ４１－５４１２
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岬町 24 26
錦町 34 36
塩浜町 35 37

大 塩浜町第２ 4 6
浜 浜田町 33 35

地 伊勢若松町 32 34 区名 実数 計
区 入船権田町第１ 33 35 大浜上 221 241

入船権田町第２ 29 31 大浜中　 106 116
前浜町 21 23 大浜下 423 455

川口町 18 20 大浜合計 750 812

源氏町 23 25
棚 汐田町 30 32

春日町 22 24
尾 作塚沢渡町 15 17

栗山町 17 19
地 志貴町 33 35

棚尾本町 21 23
区 弥生町 23 25

若宮町 31 33

雨池川端町 19 21 区名 実数 計
志貴崎町 42 44 棚尾合計 276 298

鷲塚町 49 51
鷲林町 40 42
旭町 25 27
二本木町 21 23
荒子町 26 28
笹山町 48 50
新道町 37 39

旭 緑町 28 30
西部城山町 14 16
神有町
南城山町

天神町 区名 実数 計
地 池下照光町 鷲塚町 49 51

鴻島町 鷲林町 40 42
三宅町 旭　町 25 27
伏見町 西部連合町内会 174 186
日進町 神有区 150 158

区 霞浦町 42 44 伏見屋区 362 370
東浦町 48 50 平七区 131 137
平七町 41 43 流作区 4 6
流作町 4 6 鷲塚住宅 50 52
鷲塚住宅 50 52 家下 16 18

家下 16 18 旭合計 1,001 1,047

大久手 6 8
半崎１ 23 25

西 半崎２ 18 20
半崎３ 15 17
上１ 19 21
上２・３ 23 25
宮下団地 16 18

端 上４ 26 28

上５ 31 33 区名 実数 計
下１・２（下１） 22 24 西端合計 378 416

下１・２（下２） 19 21

地 下３ 37 39 地区名 実数 計
下４ 30 32 新川地区 793 843
下５ 20 22 中央地区 456 486
下６ 21 23 大浜地区 750 812

区 西荒居１ 19 21 棚尾地区 276 298
西荒居２ 17 19 旭地区 1,001 1,047
三度山団地（市営） 9 11 西端地区 378 416

三度山団地（県営） 7 9 合計 3,654 3,902

362 370

150 158
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部 課

碧南市行政組織図

業務内容

総
務
部

秘書情報課
（秘書係、人事係、情報システム係）

市長・副市長の秘書業務に関すること、職員の人事・給与に関するこ
と、情報処理に関すること

経営企画課
（政策推進係、広報統計係、ふるさと応援
係）

市の総合計画に関すること、ふるさと応援寄附金に関すること、広報へ
きなんに関すること、統計調査に関すること

行政課
（行政係、財政係）

市の例規の制定改廃及び審査に関すること、予算決算に関すること、
選挙に関すること

資産活用課
（開発推進係、契約検査係）

社会福祉協議会
地域福祉に関する事業、保育園、児童センター、児童クラブの運営に関
すること

公共施設の整備維持に関すること、市有財産の有効活用に関するこ
と、物品・工事等の入札・契約・検査に関すること

市
民
協
働
部

地域協働課
（地域協働係、交通防犯係）

町内会に関すること、市民活動に関すること、国際交流に関すること、
外国人相談に関すること、交通安全・防犯に関すること

防災課
（防災計画係、地域防災係）

防災、災害に関すること、消防団に関すること

税務課
（管理係、納税係、市民税係、固定資産税
係）

各種税金に関すること

市民課
（戸籍係、市民係、住民記録係）

戸籍の届出に関すること、証明書の発行に関すること、マイナンバーに
関すること、旅券の交付に関すること

福
祉
こ
ど
も
部

福祉課
（保護係、社会福祉係、発達支援係）

民生委員に関すること、障害者支援に関すること

こども課
（育成支援係、幼保係）

児童手当・特例給付等に関すること、子育て支援に関すること、保育
園、幼稚園の運営に関すること

もぎとり体験農園、産直市場

環境課
（ごみ減量係、環境保全係）

健
康
推
進
部

高齢介護課
（高齢福祉係、介護保険係、地域支援係）

敬老会事業に関すること、高齢福祉に関すること、介護保険に関するこ
と、地域包括ケアシステムに関すること、高齢者虐待に関すること

東部市民プラザ 東部市民プラザ・高齢者元気ッス館の運営

国保年金課
（国保係、医療係、年金係）

国民健康保険に関すること、国民年金に関すること、各種医療助成に
関すること、後期高齢者医療に関すること

健康課
（庶務係、成人保健係、母子保健係）

母子保健に関すること、成人保健の健康診査・予防接種に関すること、
休日診療に関すること、健康推進員に関すること

ごみ収集に関すること、市営墓園に関すること、環境保全に関すること

経
済
環
境
部

商工課
（商工観光係、企業応援係、企業誘致係）

観光に関すること、商工業・労働に関すること、くるくるバスに関するこ
と、企業向けの補助金に関すること

ものづくりセンター
ものづくりに関する講座・教室の開講、愛知県連技能専門校、碧南市少
年少女発明クラブ

農業水産課
（管理水産係、農政振興係、土地改良係）

農業、漁業に関すること、農業委員会・土地改良区に関すること

農業活性化センターあおいパーク
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部 課

碧南市行政組織図

業務内容

海浜水族館・青少年海の科学館

藤井達吉現代美術館

※業務内容で下線が引いてあるものは、連絡委員の皆さんに関連する主な業務です。

建
設
部

土木港湾課
（管理係、道路係、港湾河川係）

公共用地（道路・水路）に関すること、道路事業に関すること
港湾・河川・漁港事業に関すること

都市計画課
（管理係、計画推進係、碧南駅待合所）

都市計画事業（土地利用・道路）に関すること、生産緑地に関すること
景色づくりに関すること、碧南駅待合所に関すること

建築課
（管理係、建築行政係、建築営繕係）

市営住宅に関すること、開発行為・建築相談に関すること
新築住宅 ・耐震改修等補助に関すること、空き家対策に関すること

開
発
水
道
部

都市整備課
（管理係、都市整備係、明石公園）

公園・緑地事業に関すること、土地区画整理事業に関すること

下水道課
（管理業務係、公共下水係、都市下水係、会
計係）

下水道事業に関すること

水道課
（管理係、給水業務係、工務係、配水管理事
務所、会計係）

水道事業に関すること

市民病院 各種外来受診、入院に関すること

教
育
部

庶務課
（庶務係、第１・２学校給食センター）

教育委員会に関すること、学校施設の維持補修に関すること

学校教育課
（指導係）

市内の小学校・中学校に関すること

生涯学習課
（生涯学習係、公民館、文化会館、市民図書
館、中部分館、南部市民プラザ）

文化会館・公民館に関すること、青少年育成に関すること、女性団体・
社会教育団体等に関すること、図書館、芸術文化ホールに関すること

文化財課
（文化財係、哲学たいけん村無我苑）

衣浦衛生組合
し尿処理施設・ごみ処理施設・火葬場・余熱利用施設等の設置管理に
関すること

文化財に関すること

スポーツ課
（スポーツ係）

スポーツに関すること

水族館運営に関すること

美術館運営に関すること

議会事務局 議事課
（議事係）

議会運営に関すること
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市の組織について  
１ 組織一覧（一部抜粋） 

２ その他施設（一部抜粋） 

・ 碧南市役所            

・ 碧南市民病院          

・ 臨海体育館            

・ 保健センター       

・ クリーンセンター衣浦 

・ 碧南市市民活動センター 

内容 担当課 電話番号 

広報へきなんに関すること 経営企画課広報統計係 ９５－９８６７ 

選挙に関すること 行政課行政係 ９５－９８６８ 

町 内 会 、 連 絡 委 員 、 地 区

への補助金に関すること 
地域協働課地域協働係 ９５－９８７２ 

道 路 反 射 境 （ カ ー ブ ミ ラ

ー）、道 路 照 明 灯 、防 犯 灯

に関すること 

地域協働課交通防犯係 ９５－９８７３ 

避 難 所 、各 種 防 災 計 画 に

関すること 
防災課防災計画係 ９５－９８７４ 

自 主 防 災 会 、消 防 団 に関

すること 
防災課地域防災係 ９５－９８７５ 

民生委員に関すること 福祉課保護係 ９５－９８８３ 

敬老会事業に関すること 高齢介護課高齢福祉係 ９５－９８８８ 

健康推進員に関すること 健康課成人保健係 ４８－３７５１ 

くるくるバスに関すること 商工課商工観光係 ９５－９８９４ 

不法投棄、ごみ袋に関する

こと 
環境課ごみ減量係 ９５－９８９９ 

道 路 工 事 ・修 繕 に関 するこ

と 
土木港湾課道路係 ９５－９９０２ 

水路に関すること 下水道課都市下水係 ９５-９９１３ 

公園全般に関すること 都市整備課都市整備係 ９５－９９１０ 

公 民 館 、青 少 年 育 成 等 に

関すること 
生涯学習課(文化会館) ４２－３５１１ 

４１－３３１１(代表) 

４８－５０５０ 

４８－５３１１ 

４８－３７５１ 

４１－３４７９ 

４２－６５６１ 
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各地区への委託費等の概要について 

 

１ 連絡事務事業委託 

 (1) 目的 

   区及び町内会等に対する広報紙等の配布・回覧による市政の周知、啓発及び事務

連絡の円滑化を図ることを目的とする。 

 (2) 積算 

   町内会加入世帯×１４０円×１２月＝３４，１８８，０００円（全市） 

２ 地区連絡委員会事業委託 

 (1) 目的 

   各地区（６地区）の連絡委員相互の連絡調整、地区住民に関する諸問題・要望等の

調整、連絡委員幹事会決定事項等の周知徹底を図ることを目的とする。 

 (2) 積算 

   連絡委員１２０名×７,０００円×１２月＝１０，０８０，０００円 

３ 地域振興事業補助 

 (1) 目的 

   区及び町内会が行う住民の連帯感及び市民性を高めるためのコミュニティ事業に

対し助成することにより、地域の健全な発展を図ることを目的とする。 

 (2) 積算 

   町内会加入世帯×２,０００円・・・① 

   町内会未加入世帯×５００円・・・② 

   計（①＋②）×調整率≒４０，０００，０００円（全市） 

   ※町内会加入・未加入世帯は令和４年１月１日現在 

   ※令和５年度の調整率＝０．８７９ 

４ 区民館等運営事業補助 

 (1) 目的 

   地域住民の自治活動の振興を図り、またその活動拠点となる区民館等の管理運営費

の一部を助成することにより、区費等の負担軽減ともなり、もって地域の健全な発展

を図ることを目的とする。 

 (2) 積算 ３２，５４０，０００円（全市） 
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   ※予算を上回る場合は調整率を乗じる 

   ※令和４年度調整率＝０．９３５（参考） 

 (3)補助の対象（補助金交付規程より） 

区分 補 助 対 象 経 費 補助率 限度額 

運営事業 

次の各号に掲げる経費のうち、

前年度に要した経費 

(1) 電気料 

10 分の 10 

各号の合計額が７５万円を超

える場合は、７５万円に７５

万円を超えた額の２分の１の

額を加えて得た額 (2) 水道料及び下水道使用料 

(3) ガス代及び灯油代 

(4) 電話料の基本料金 

(5) し尿くみ取料 

(6) 浄化槽清掃料及び点検料 

(7) 借地料 10 分の 10 

区民館等の床面積３倍までの

借地面積かつ、固定資産税課

税標準額の原則４％までの借

地料が限度額 

(8) 用務員賃金 2 分の 1 

用務員を置いていない場合、

置いているが賃金が年２４万

円に満たない場合は１２万円

を補助対象額とする 

５ 区民館等施設整備事業補助 

 (1) 目的 

   町内会等が行う区民館等の新築、増築、改築、修繕、公共下水道接続に要する経費

を助成することにより、地域住民の自治活動の振興を図ることを目的とする。 

 (2) 補助の対象（補助金交付規程より） 

区分 補 助 対 象 経 費 補助率 限度額 

新築事業 本体工事費及び解体撤去工事費に要する

経費並びにこれらの工事に伴う付帯工事

費 

4 分の 3 

3,000 万円 

増築事業 1,500 万円 

改築事業 

修繕事業 

改築及び修繕に要する経費（経費が 50

万円未満の場合を除く。） 
2 分の 1 1,500 万円 

公共下水道

接続事業 

公共下水道接続に伴う排水設備改造及び

付帯工事に要する経費 
10 分の 9 － 

 (3) ５年度補助 

   霞浦会館、西部区民館、棚尾区民館、大浜中区民館、久沓区民館 
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碧南市市民活動総合補償制度について 

 

碧南市市民活動総合補償制度は、市民の皆様が安心して地域社会づくりに参加できるこ

とを目的としています。町内会活動、ボランティア活動などの市民活動中に事故にあわれ

た場合、補償金が給付されます。万が一、事故にあってしまったときは地域協働課へお問

合せください。 
 

【補償の対象者】 

① 市民活動の主催者、共催者 

・市各所管課において、その活動および団体名が認知されている団体 

・ボランティア団体 

※碧南市市民活動センターまたはボランティア連絡協議会に登録された団体 

② 市民活動の参加者 

団体等が主催する市民活動への主体的な参加者（事前申込み等をしている方） 

※単なる見物人等、不特定多数の参加者は補償の対象になりません。 
 

【補償対象事故および補償額】 

① 賠償責任事故 

 市民活動中に指導者等の過失により、市民活動の参加者又は第三者の生命、身体

若しくは財物に損害を与え、当該指導者等が法律上の損害賠償責任を負うもの 

補償限度額(1 事故につき対人・対物共通) 最高 5 億円 

② 傷害事故 

 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故で、市民活動中の指導者等及び

参加者が死亡又は負傷したもの 

死亡補償金 300 万円  事故日から 180 日以内 

後遺障害補償金 上限 300 万円 

入院補償金 
日額 3,000 円 

  事故日から 180 日以内 

通院補償金 
日額 2,000 円 

  事故日から 180 日以内で 90 日を限度 
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【補償の対象となる活動】 

① 団体等が実施するもの（以下のすべてに該当するもの） 

・計画的・継続的に行われている活動 

・無報酬の活動（交通費などの実費の弁償は無報酬とみなします） 

・公共の利益を目的とした自発的な活動 

・日本国内の活動 

・政治、宗教または営利目的でない活動 

・趣味的または懇親的でない活動 

② 市が実施する事業又は活動に市民が無報酬で参加するもの 

市民活動の 
区分 

活動内容  
指導者等 
(賠償＋傷害) 

参加者 
(傷害のみ) 

市が推進する 
ボランティア 
活動 

アダプトプログラム、フラワーボランテ
ィアなどの公共施設美化活動など 

○ ○ 

文化会館、図書館、学校、児童センター
などの運営補助活動など 

○ ○ 

地域社会活動 
地区・町内会活動（運動会、敬老会、交
通安全活動、清掃活動など） 

○ ○ 

青少年健全 
育成活動  

ボーイスカウト・ガールスカウト活動 ○ ○ 

青少年健全育成推進委員等が行う活動 ○ ○ 

公益活動 

高齢者、障害者援護などの福祉活動 ○ ○ 

自然保護などの環境保全活動  ○ ○ 

その他の公益活動  ○ ○ 

市が主催する
事業に関する
活動 

クリンピーなどの環境美化活動 ○ ○ 

保育園、幼稚園の園庭開放など子育て支
援活動 

○ ○ 

防災訓練などの訓練活動 ○ ○ 

元気ッス！へきなん（市民まつり）、 
大浜てらまちウォーキングなど 

○ ○ 

講演会などの一般的な文化行事 ○ × 

ウォークラリーなどのレクリエーション
的行事・公民館まつり、バスツアー（日
帰り） 

○ ○ 

スポーツ教室など健康増進事業（競技を
除く） 

○ ○ 
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【補償の対象とならないもの】 

① 学校管理下の活動、ＰＴＡ活動、子ども会活動など 

② スポーツ大会、スポーツ団体などの競技を目的とした活動 

③ 危険度の高い活動 

④ 宿泊を伴う活動 

⑤ 故意、重大な過失によるもの等 

⑥ 他覚症状のないムチウチ症、腰痛等 

⑦ 団体等が管理中の他人の財物に対する賠償事故 

⑧ 指導者等が所有もしくは使用する車両等による事故 

 

 ※「指導者等」とは、市民活動の計画、立案、運営等の指導的地位にある者又はこれ

に準ずる者をいう。 

 （例）元気ッス！へきなんの場合 

    事前に申込みをした踊り連参加者、ボランティアスタッフなど主体的に参加ま

たは協力する者は補償の対象となるが、不特定多数の来場者は対象とならない。 
 

【事故発生時の手続き】 

万が一事故が起こってしまった場合は、速やかに地域協働課又は活動を把握している

部署へご連絡ください。（事故発生後 30 日以内に連絡がない場合、補償制度が適用にな

らないことがあります。） 

保険金の請求には領収書（コピー）が必要です。（ただし請求額が１０万円を超える場

合は、領収書ではなく、既定の診断書が必要になりますので別途ご相談ください。） 

なお、治療費が無料の方は、保険証のコピーを提出してください。（通院５日以上の場

合は、通院証明書が必要になります。） 
 

【綿密な計画で事故防止に努めよう】 

「碧南市市民活動総合補償制度」は市民のみなさんが安心して市民活動が行えるよう、

万一の事故に備えて設けたものですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。 

活動するときには、十分注意して楽しく活動してください。 

 

連絡先  碧南市役所 地域協働課地域協働係  電話９５－９８７２ 
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令和５年４月１０日 

 

 碧南市連絡委員各位 

 

                         市民協働部地域協働課 

                          課長  堀 田 葉 子 

 

   町内会等における個人情報の取扱いについて（お願い） 

個人情報保護法は、町内会や自治会を含む全ての事業者に適用されます。町内会等にお

いて個人情報を取り扱うときは、下記のことに注意して適切に管理してください。 

記 

１ 個人情報を集めるとき 

(1) 利用目的をあらかじめ具体的に特定すること 

(2) 収集する範囲、項目（住所、氏名等）は必要最小限にすること 

(3) 利用目的は、あらかじめ公表するか、本人に知らせること 

(4) 個人情報のうち、人種、信条、病歴、社会的身分などの要配慮個人情報を取得する

場合は、本人の同意を得ること 

２ 個人情報を利用するとき 

(1) 取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用すること 

(2) 取得した個人情報を取得時とは異なる目的で利用する場合は、改めて本人の同意を

得ること 

３ 個人情報を保管するとき 

(1) 取得した個人情報は、盗難、紛失、漏洩等がないよう安全に管理すること 

ア 紙の個人情報は、鍵のかかる金庫や引き出しに入れる 

イ パソコンの個人情報データは、パスワードを設定する 

ウ 個人情報を扱うパソコンにはウイルス対策ソフトを入れる 

(2) 盗難、紛失、漏洩等が起こった場合、誰に報告するかあらかじめ決めておくこと 

(3) 不要となった個人情報は、シュレッダー等で適正かつ速やかに廃棄すること 

連絡先 地域協働課地域協働係 

担 当 水村浩一郎 

電 話 ９５－９８７２ 

18

資料　８



４ 個人情報を第三者に提供するとき 

(1) 個人情報を本人以外の第三者に渡すときは、あらかじめ本人の同意を得ること（た

だし、以下の場合を除く） 

ア 法令に基づく場合（例：警察からの照会） 

イ 生命、身体または財産の保護のために必要な場合（例：災害時の安否確認） 

ウ 公衆衛生・児童の健全育成に特に必要な場合（例：児童虐待からの保護） 

エ 国や地方自治体等への協力 

(2) 第三者に個人情報を提供した場合は、提供日や提供先などを記録し、個人情報保護

委員会規則で定める期間保存すること 

(3) 業務を業者に委託する場合は、個人情報の適切な管理を実施することについて確認

すること 

５ 本人から個人情報の開示を求められたとき 

(1) 本人から請求があった場合は、個人情報の開示、訂正、利用停止等対応すること 

(2) 個人情報の取扱いに対する苦情を受けたときは、適切かつ迅速に対処すること 

 

町内会の世帯票Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 世帯票の用紙だけがポストに入っていたが、世帯票の利用目的や回収方法などを明

記すべきではないか？ 

Ａ１ 町内会加入世帯の家族構成や氏名等の個人情報を記入する世帯票を配布する際は、

その用紙に利用目的を明示する必要があります。また、世帯票は封筒に入れて回収す

るなど回収方法を明示して、個人情報が漏洩しないように配慮してください。 

Ｑ２ 世帯票の用紙に「災害時に利用する」と目的が記載されているが、災害時以外の町

内会活動で利用する場合は、目的外利用になるのではないか？ 

Ａ２ 世帯票を収集する際は、何に利用するのか目的を具体的に記載してください。 

記載例：①災害時の安否確認のため、②火災、事故等の緊急連絡のため、③区及び町

内会事業運営のため 

Ｑ３ 世帯票の用紙が４枚複写になっているが、４か所に分けて保管するのか？ 

Ａ３ 収集する個人情報は必要最小限にしてください。４か所に分けて保管する必要があ

る場合は、それぞれの場所において安全に保管し、利用目的達成後は適正かつ速やか

に廃棄してください。 
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令和５年４月１０日  

 

  碧南市連絡委員各位 

 

                         市民協働部防災課 

                          課長  生 田 由 也 

 

   へきなん防災メールへの利用登録について（ご案内） 

 日頃は、当市の防災行政にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、碧南市では、市民の皆さんがどこでも防災情報を受け取れるよう、携帯電話等へ

の一斉メール配信サービス（へきなん防災メール）を行っております。 

つきましては、下記により、登録していただくようお願いします。 

記 

１ 対象者   

メールアドレスが設定されている携帯電話等を持っている方 

２ サービス概要及び登録方法   

別紙資料（右上に連絡委員・自主防災会長用と記載のあるチラシ）のとおり 

３ その他 

  すでに一般市民用で登録していただいていても、連絡委員・自主防災会長用の防災メ 

ールに登録をお願いします。 

 

連絡先 防災課地域防災係 

担 当 塩谷 

電 話 95-9875 
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へきなん防災メール 
 

   
 

 
●配信内容 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

● 登録方法 
 

①        ②         ③ 

 
   ＱＲコード→ 

     
 
 
 
 
 

※ＱＲコード読み取りができない方は 
 staff.hekinan-city@raiden.ktaiwork.jp 

に空メールを送信してください。 

 
 
 

 ④         ⑤         ⑥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 迷惑メール防止機能をお使いの方は、登録する前に「hekinan-city@raiden.ktaiwork.jp」からのメールを受信 

できるように設定する必要があります。 
 

【問合せ先】碧南市防災課 TEL：0566-95-9875  

 

 

□気象情報   ・気象警報など 

□防災情報   ・地震・津波情報、避難に関する情報など 

□火災情報   ・碧南市内の火災情報 

□安否確認情報 ・震度５以上の地震発生時など 

※配信情報の詳細は裏面を参照してください 

碧南市では、市民の皆さんが、迅速に防災情報を受け取れるよう、携帯電話やパソコン

へ様々な防災情報をメールで配信するサービスを行っています。災害に備えて、登録をお

願いします。 

（登録は無料ですが、メール受信にかかる通信料（１通あたり１～２円）は利用者の負担となります） 

免責事項をご確認くだ 

さい 

 

氏名（漢字）を入力し、 

所属「001 連絡委員・自主

防災会長」を選択して 

「次へ」を押します 

 

入力内容を確認し、 

「登録」を押します 

 

登録完了です 

 

 

 

 

 

 

 
※数分以内に、登録完了の 

お知らせメールが届きます。 

このメールには、登録内容 

変更・配信解除用のＵＲＬ 

が記載されています。 

 

 

数分以内に、登録用ＵＲＬ

が記載されたメールが届

きます 

へきなん防災メール 
 
メールサービスの仮登録

が完了しました。 
以下のＵＲＬから一週間

以内に本登録を実施して

ください。 
 
https://ssl……… 

ここを選択 

へきなん防災メール利用

者登録 
 
本メールシステムに登録

すると以下の情報が配信

されます。…… 
 
免責事項（必ずお読みく

ださい） 
 
…… 

…… 
○氏名（漢字、姓と名の間は 
 空けない） 

[必須] 
  碧南太郎 
○所属（複数選択可） 

[必須][１個以上] 
□001 連絡委員・自主防災会長 
……  
次へ 

へきなん防災メール利用

者登録 
 
次の設定でよろしければ

「登録」を、再度編集 
する場合は「戻る」を 
選択してください。 
（登録内容が  
表示されます） 

    
登録    戻る 

へきなん防災メール利用

者登録 
 
へきなん防災メールへの

登録が完了致しました。 

ＱＲコードを読み取り、 

空メール（件名・本文不要） 

を送信してください 

連絡委員・自主防災会長用 
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 へきなん防災メールのご案内 
 

● 碧南市が防災情報をメールで配信します 

あらかじめ登録した人が、携帯電話等でメールを受け取れるシステムです。 

携帯電話等のメール機能を使って、個人でいつでも登録・解除ができます。 
 

● 登録には【氏名】【所属】の入力が必要です 

  登録方法は裏面を参照してください。 

所属区分（複数選択可） ※必要に応じて追加等する場合があります 

001 連絡委員・自主防災会長、002 災害復旧協議会、003 消防団、004 消防署、005 小中学校長・教頭、 

006 市議会議員、007 市民病院（医師）、008 市民病院（看護師）、009 市民病院（医療技術職）、 

010 市民病院（事務）、011 災害対策本部員（部長以上）、012 市職員（避難所開設員）、013 市職員（その他）、 

014 学校教職員 

 

● 配信情報の詳細 

気象情報 

特別警報：暴風、暴風雪、波浪、高潮、大雨、大雪 

警 報：暴風、暴風雪、波浪、高潮、大雨、洪水、大雪 

    その他：竜巻注意情報、記録的短時間大雨情報、土砂災害警戒情報 

 防災情報 

  地 震：碧南市内で震度１以上の地震があったとき、 

 緊急地震速報、東海地震注意情報、東海地震予知情報 

津 波：津波予報、津波警報など 

河 川：矢作川の水位情報 

国民保護情報：弾道ミサイル情報、航空攻撃情報など  

避難に関する情報：避難勧告、避難指示、避難情報 

火災情報 

  火 災：碧南市内の火災の発生及び鎮火情報 

   安否確認情報 

碧南市内において震度５以上の地震発生時に自動配信 

→メールに記載されたＵＲＬにアクセスし、画面の指示に従って 

安否情報（無事または負傷）の入力をし、返信を行ってください 
 

 

【注意】 

※登録は無料ですが、メール受信にかかる通信料は利用者の負担となります。 

※通信環境等により、サイトへのアクセスおよびメールの受信に、時間がかかる場合があります。 

※登録されたメールアドレスへの配信が未着信となる場合、登録を削除することがあります。 
 

【問合せ先】碧南市防災課 TEL：0566-95-9875 

▽気象情報の例 
 

 

 

Subject：気象情報 

------------------------- 

2012年07月XX日11時07分

発表 

暴風警報が発表されました。

……… 

 

 

 

 

▽火災情報の例 
 

 

 

Subject：火災情報 

------------------------- 

衣浦東部消防局から火災発生

情報です。 

 

覚知時刻 20 時22 分 

所  轄  碧南 

災害種別 火災 

災害住所 碧南市○○町…… 

 

▽安否確認情報の例 
 

 

 

Subject：防災情報 安否確認 

------------------------- 

最大震度６強を観測する地震が

発生しました。 

 

※次のリンクにアクセスして 

回答してください。 

https://……  

連絡委員・自主防災会長用 
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令和５年４月１０日 

 

  碧南市連絡委員各位 

 

                         市民協働部地域協働課 

                          課長  堀 田 葉 子 

 

   町内会加入の促進チラシについて 

 陽春の候、時下ますます御清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素は、市行政の運営につきまして格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

市では、町内会への加入を促進するために、市外からの転入者及び市内転居者に対して

町内会加入促進チラシを配布しております。チラシの表面には町内会の活動案内を、裏面

には該当地区の連絡委員さんのお名前と連絡先を掲載させていただいております。また、

地域協働課のホームページでも同様に町内会への加入促進のご案内をさせていただいてお

りますので、ご承知のほどよろしくお願いいたします。 

  

１ 町内会加入促進チラシ 

  別紙のとおり（表面のみ） 

 

連絡先 地域協働課地域協働係 

担 当 水村、清水 

電 話 95-9875 
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資料　１０



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町内会に加入しましょう 
安心安全な生活はご近所づきあいから 

加入の手続きは  

 

お住いの地域を担当する町内会長さんにご連絡ください。 

 

町内会ではこんな活動をしています 

絆 
 

地域の 

情報発信 

防災活動 

住民の交流 きれいなまち 

交通・防犯活動 

生活に役立つ 

地域の情報を発信 

避難訓練など 

災害時に備え、隣近所で

助け合える環境づくり 

カーブミラーの設置や 

街頭指導 

防犯灯の設置や 

防犯パトロール 

きれいで快適な地域を

つくるための清掃活動 

夏まつりイベントなど 

碧南市役所地域協働課地域協働係 Tel（０５６６）９５-９８７２ 

町内会は、地域住民の親睦や困ったときの助け合いなど、快適で住みよいまちにするた

めに、地域の皆さんで構成される住民組織です。 

 普段の近所づきあいの積み重ねが、災害時などいざという時の心強い支えになります。 
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